
 
 

退院後の作業者聞き取り概要 

平成 29年 6月 13日 

    作業者 5人を 3班に分け、所長、副所長をヘッドに、約 1時間聴き取りを行った。 

主作業者が、運搬された貯蔵容器を開け、内部の状況を点検する作業を実施した。 

5人の役割は以下のとおり。 

【役割】 

作業者Ａ（補助作業者）：作業者Ｅの左後にて作業のサポートを実施 

作業者Ｂ（記録者）：作業者Ｅの右横にて容器内容物の写真撮影およびスケッチを容

器毎に実施 

作業者Ｃ（補助作業者）：作業者Ｅの右横にてスミヤ測定及び 110号室からの容器の

運搬を実施 

作業者Ｄ（補助作業者）：作業者Ｅの右横にて作業のサポートを実施 

作業者Ｅ（主作業者）：容器を開け、内部を点検する作業 

【聴き取り内容】 

 作業者Ｅが、容器のボルト 6か所をゆっくり対角線上に 4本を外した後、残り 2

本のボルトを緩めた際に容器内圧が抜ける音が「シュ」としたため、蓋、すき間の全

周スミヤをとり、汚染なしを確認した。中からエアが抜けるのは室温が比較的高い場

合に経験があり、全周のスミヤで汚染がないことを確認できたため、作業者Ｅは引き

続き作業を進めることを判断した。 

 作業者Ｅが片手で蓋を持ちながら、残り 2本のボルトを外したと同時に樹脂製の

袋が破裂した。蓋はその後、フード内に置いた。 

破裂の際、作業者Ｅの腹部に風圧を感じるとともに、他の作業者全員が破裂音を聞

いた。破裂した容器からモヤモヤとした内部からの漏洩が認められた。マスク越しで

はあるが作業者Ｅは異臭はないことを確認した。また、作業者Ｅがゴム手袋越しでは

あるが、金属製貯蔵容器に触れたところ、温度上昇はなかった。 

 作業者Ｅは、容器内の状況を注意しながら、進展などの兆候がないことを 1時間以

上にわたり確認するとともに、汚染している外側ゴム手袋を新しい物に交換した。そ

の後、容器の蓋をのせて、フードの扉を閉めるほうが良いと考え、それぞれ行った。 

 破裂直後、重大な事象であることを判断し、作業者全員、プルトニウムによる汚染

を室内に留めることが最重要と考え、108号室の入り口扉を内側より施錠するととも

に、同室の非常口外側の目張りをするよう要請した。 

 室外との連絡は、108室内に設置された電話を通じて作業者Ｄが継続的に行った。 

 各人とも汚染確認を行い、フード近傍にいる者が高い値である傾向を全員で確認し

た。入り口扉や非常口への汚染拡大防止を図るため、各人とも基本的に事故時の位置

にとどまるとともに、汗を介した身体汚染を防ぐため、立ったまま静止していた。 

 作業の状況記録のために、デジタルカメラを室内に持ち込んでいたため、事故後の
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容器内の写真など記録し、グリーンハウス内に置いてきた。 

 

 作業前の半面マスクやゴム手袋などの装備の点検、装着状態を確認するのは当然の

手順として全員行っている。作業中はもとより、汚染が発生したことが明らかになっ

たことから、内部被ばく防止の観点から、待機中においても、全員、途中で半面マス

クを外すことはなかった。 

脱室の際、グリーンハウス内の汚染を抑制するため、5人の汚染の状況を踏まえて、

低い汚染の者から順番に室外に出ることを作業者Ｅが提案し、皆もそれが適当である

と同意した。 

 

作業者Ｅは、重大なことを起こしてしまったことに対して、責任を感じるとともに、

多くの方に迷惑をかけることを申し訳なく思った。 

待機している間は、不安よりも室外で多くの人がグリーンハウスの設置など頑張っ

ていることがわかっており、5人全員、冷静であった。 


